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飛行経験別 ドローン飛行可能区域

凡 例

指定発着点（1～7）

林班（1～28）

飛行経験0時間以 上エリア（飛行経験2時間未満は高度50ｍまで）

飛行経験2時間以 上エリア

飛行禁止エリア（事務所・温室など人 が出 入 りする建築物周辺）

境界10m以 内 は飛行禁止

※目視外飛行など国土交通省の「無人 航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」

　　に該当する飛行を行う場合は、必要な許可証 を取得すること

※指定発着点以 外での発着については事前 に相談すること

飛行経験5時間以 上の方については、指定発着点から目視できるエリアについて飛行可
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